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市町村国民保護モデル計画について 

 

 

１ 市町村国民保護モデル計画の作成趣旨 

 ・ 市町村長は、都道府県の国民保護計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成し

なければならない。（国民保護法第３５条） 

・ 国の示した計画策定スケジュールでは、市町村の国民保護計画は、平成１８年度中に

作成することとなっている 

・ 本県では国、県、市町村が連携し県全体の態勢を万全にするため、各市町村において

も、できる限り早期に県計画と整合性の取れた国民保護計画を作成できるよう、市町

村国民保護モデル計画を作成する。 

 

 

２ 市町村国民保護モデル計画の作成方針 

・ 国民保護法や国の基本指針、県計画において、市町村が主体となって実施する措置を

記載、県計画と整合性が図られるよう配慮。 

・ 標準的なモデル計画とし、平成１８年度に各市町村が独自の力で、早期に作成できる

よう配慮。 

・ 最低限記載が必要な基本的な項目を規定、市町村の最大の責務である避難誘導体制の

は具体的に例示。 

・ 原子力発電所や石油コンビナートが立地する市町村のみが対象となる事項を、選択し

て記載できるよう配慮。 

 

 

３ 市町村国民保護モデル計画の作成の進め方 

・ 全市町村の国民保護担当者を対象に研修会を計３回（平成１７年６月～１０月）開催

し、市町村モデル計画の素案について意見交換を行った。 

・ 県では、その意見交換の結果を踏まえ市町村国民保護モデル計画（案）として取りま

とめ、市町村および国に送付した。（平成１７年１２月） 

・ 今後、１８年１月に公表された国の市町村国民保護モデル計画および国民保護実動訓

練の検証結果を参考に、県の市町村国民保護モデル計画を調整して公表する。（平成

１８年３月） 

 

 

資料７ 
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４ 市町村国民保護モデル計画の構成 

  県の計画を基本として次の構成とする。 

・ 第１章 総則…計画の目的、基本的な考え方、地域の特性、計画の対象となる事態等 

・ 第２章 平常時の備え…組織・体制の整備、訓練、備蓄、災害時要援護者支援体制等 

・ 第３章 実施体制…実施体制の整備、応援の要請、情報の収集提供等 

・ 第４章 避難および救援…住民の避難、救援、緊急輸送、交通の確保等 

・ 第５章 武力攻撃災害への対処等…生活関連等施設の安全確保、警戒区域の設定等 

・ 第６章 施設の復旧と生活の安定…被災施設・被災地の復旧、住宅の確保等 
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市町村国民保護モデル計画のポイント 

           

 １ 平常時の備え 

（１）災害時要援護者支援対策として災害時要援護者に関する情報を整理し、それぞれ

複数の避難支援者を定めるなど避難支援計画の整備に努め、県との情報共有するこ

とを記載 

  

（２）避難実施要領のパターンを含む、市町村モデル避難マニュアルを別冊とし、避難

に関して、平常時の備えや警報等の伝達、避難誘導など一連の流れを整理 

                            

  

（３）市町村が実施する避難誘導体制の整備を具体的に例示 

  ①避難誘導マップ等の作成 

  ②社会福祉施設などの輸送計画の作成 

  ③児童生徒を保護者に引き渡すための連絡網の作成 

 

（４）避難道路の要所に、警察官や消防吏員等と連携し、消防団、防犯隊、自主防災組

織等の協力を得て、避難誘導員を配置することを記載 

 

（５）国が示した「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基

本的な考え方」に基づき、動物の保護等に関して市町村が配慮すべき事項について

記載 

  ①危険動物の所有者、飼養状況等の把握および危険動物が逸走した場合の関係機

関との連絡体制の構築 

  ②所有者等が行う要避難地域において飼養または保管されていた家庭動物等の適

切な飼養または保管の活動について支援 

 

２ 実施体制 

（１）国からの対策本部の指定前から、初動時の体制の確立のため市町村国民保護対策

連絡室を設置することならびに設置および廃止の基準、組織の例を記載 
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 （２）安否情報の収集、回答や被災情報の収集について、県計画と同様に収集項目等を

具体的に記載するとともに、様式を記載 

  

３ 避難および救援 

（１）避難誘導時における留意事項として、可能な限り自治会単位で避難誘導を実施す

ることを記載 

 

（２）避難所に管理責任者を置くことや、避難所の適正な運営を図るため避難者自らが

避難所自治会を置くこと、管理責任者と自治会と協議することを記載 

 

（３）救援物資について希望する物資の把握、受け入れ、仕分け、配送等受入体制の整

備、問合せ窓口の設置について記載 

 

 ４ 武力攻撃災害への対処等 

 （１）市町村が管理する生活関連等施設（ガス工作物、水道施設、病院などの危険物質

等の取扱所）がある市町村の例として、安全確保対策として国が示した留意点の内

容を記載 

   

 （２）市町村が主体となって実施する防疫、廃棄物対策について、食品衛生の監視指導

への協力を記載し、ごみ、し尿の処理方法を具体的に例示 

 

 


